
仕様書 

 

１ 業務名 

  屋外時計の故障原因の調査 

 

２ 履行期間 

契約締結の日から令和８年５月２９日まで 

 

３ 履行場所 

京都市中京区大黒町（河原町三条交差点西側）（別紙１参照） 

 

４ 業務内容 

河原町通の植栽帯に設置している時計（別紙２参照）は両面時計であるが、

このうち歩道側の時計が故障し、針が動いていない。本業務は、当該時計にお

いて、動作不良の原因を調査し、報告書により報告するものである。 

 

【参考】時計の仕様等 

設置 

状況 
メーカー 

時計 

種類 
電源 設置年 状況 

独立柱 
パナソニック 

（品番：TC7160） 
電波時計 太陽光発電 Ｈ２５ 

両面時計の片面が故障

（歩道側） 

 ※当該時計は令和６年に電池交換を行っている。また、現在も制御部（品番：

TC72712838）は正常に動作している。 

 

５ 見積書記載事項  

見積書には、以下の項目を記載し、必要な経費がある場合は、経費を含めた

金額とすること。 

（１）調査業務（１式あたり 金額（円））  

   部品交換を伴わない調整で修繕が完了する場合は、調査業務に含む。 

 

６ 特記事項 

（１） 受注者は調査業務の完了後、速やかに発注者に調査内容を報告するとと

もに、修繕方法を提案すること。 

（２） 提案内容に基づいた修繕業務に係る見積書を提出すること。 

（３） 修繕業務については、別途契約を締結する。 

（４） 受注者は調査業務の完了後、速やかに発注者に調査内容を報告するとと

もに、修繕方法を提案すること。 

（５） 調査に取りかかる前に発注者と調査時期及び調査方法について、打合せ

のうえ、調査に当たるものとする。 



（６） 作業中に通行者等からの苦情や事故の発生等尾があった場合は、速やか

に発注者に連絡し、その指示に従うこと。 

（７） 調査における安全管理については、受注者の責任において行うこととし、

安全管理に要する費用は、調査業務に含むものとする。 

 

７ 提出書類 

 ・ 調査報告書 

 ・ 請求書 

 ・ その他、発注者が指示するもの 

 

８ 支払い 

  業務完了後、調査報告書において、適切に業務が履行されていることが確

認され、提出書類等が提出されたのち、本業務に係る費用を支払う。 



別紙１ 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河原町通（河原町三条交差点西側） 



別紙２ 

 

現 況 写 真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


